
 

令和元年１２月１３日  

千葉県教育庁企画管理部教育政策課  

第３期千葉県教育振興基本計画（素案）概要 
 

Ⅰ 計画策定のポイント（第２期計画からの主な変更点等） 

・ 教育基本法第１７条第２項で規定された、千葉県における教育の振興のための施策に関する基本的な計画。 

・ 計画期間は令和２～６年度（５年間）。 

・ 「県民としての誇り」「人間の強み」「世界とつながる人材」の３つの観点から、第３期計画の「基本理念」を新たに設定。 

・ 「子供」「学校」「家庭・地域」「県民」を柱として４つの基本目標と１１の施策を設定。（第２期計画は３つの基本目標と１７の施策） 

・ 不登校など様々な困難を有する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援について、「多様なニーズに対応した教育の推進」を新たに施策へ位置づけ。 

  また、学びの質を高め、情報活用能力を育成する「ICT利活用の推進」を新たに取組として位置づけ。 

 

Ⅱ 計画の概要 

 

○ 日本の若者は、諸外国の若者に比べて、自分を肯定的に捉える割合が顕著に低いと言われています。千葉県や日本の未来を担っていく子供たちには、自己肯定

感を高め、【県民としての誇り】を持って、未来への第一歩を踏み出してほしい、というのが私たちの願いです。そのためには、県民の学校教育への参画のもと、

学校では教師が、家庭では親が、地域においては地域住民が、それぞれの立場から子供たちに関わっていくことが必要です。 

○ また、今後は IoT、ビッグデータ、AI などの第四次産業革命の時代を迎えます。学びのあり方、体系、教育政策も大きく変わってきており、学校教育も、未来

を見越して、その内容を見直す時期に来ています。しかし、デジタルの時代であるからこそ、ヒューマニティ（人間性）、ホスピタリティ（おもてなし）、モラリ

ティ（道徳性、倫理性）などの【人間の強み】を伸ばすことが重要です。 

○ さらに、2020年は東京オリンピック・パラリンピック大会が開催され、本県も８競技の会場地になります。世界中が注目するこの大会を契機に、子供たちが将

来、郷土や世界で活躍することができるよう、主体的に課題を発見して解決する力、創造力、発想力、他者と協働するリーダーシップ、チームワーク、コミュニ

ケーション能力、豊かな感性、多様性を尊重する態度など、グローバル時代に必要な資質・能力を高め、【世界とつながる人材】を育てることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子供たちが、豊かな自然や多くの人々、様々な知識や技能に触れ、関わり、つながっていくことが必要です。 

・子供たちの教育に直接携わる学校や家庭はもとより、地域の住民や企業なども「全ての大人が子供の育成に関わる」という自覚を持ち、つながることによって、互いに支え合う    

コミュニティを形成することが、地域全体の教育力の向上につながります。 

・2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、世界中の人々とつながることができるように、学校はもとより全ての県民一体となって「教育立県ちば」の実現を  

目指します。 
 

 

Ⅲ 計画の構成 

【第１章】 計画策定の基本的な考え方 計画策定の趣旨、計画期間、策定のプロセスなどを記載 

【第２章】 千葉県教育の目指す姿 千葉県教育をめぐる現状と課題、第２期計画の検証と今後の重要課題及び第３期計画の基本理念、基本目標などを記載 

【第３章】 重点的な施策・取組  第３期計画で実施する１１の施策と３７の取組について具体的に記載 

【第４章】 計画の推進にあたって 第３期計画の推進体制や進捗管理、指標について記載 

基本理念 「ちばの教育の力で 『県民としての誇り』を高める！『人間の強み』を伸ばす！『世界とつながる人材』を育てる！」 

４つの基本目標と１１の施策 

【施策１】 

人生を主体的に切り拓くための 

学びの確立 

【施策２】 

道徳性を高める心の教育の推進 

【施策３】 

生涯をたくましく生きるための 

健康・体力づくりの推進 

【施策４】 

共生社会の形成に向けた特別支援

教育の推進 

【施策５】 

人間形成の場としての活力ある 

学校づくり 

【施策６】 

教育現場の重視と教員の質・ 

教育力の向上 

【施策７】 

多様なニーズに対応した教育の 

推進 

【施策８】 

家庭教育への支援と家庭・地域 

との連携・協働の推進 

【施策９】 

人生 100年時代を見据えた 

生涯学習の推進 

【施策 10】 

郷土と国を愛する心と世界を舞台

に活躍する能力の育成 

【施策 11】 

「するスポーツ」「みるスポーツ」

「ささえるスポーツ」の推進 

・「知」「徳」「体」のバランスの取れた 

「生きる力」の育成 

・子供の自立や社会参加に向けた、能力や

可能性の伸長 

【基本目標１】ちばの教育の力で、 

志を持ち、未来を切り拓く、ちばの

子供を育てる 

・子供の学びを支える学習環境づくり 

・教員採用・研修の充実や教職員の働き方

改革 

・不登校や経済的理由など様々な困難を有

する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援 

・地域全体で子育てを支える家庭教育への

支援 

・家庭・地域と学校との協働体制の構築 

・県民がいつでも学べる場や機会の提供 

・障害のある人の生涯学習の充実 

・郷土と国の歴史への理解、多様性を尊重

する態度など、国際社会の担い手として

求められる能力の育成 

・県民がスポーツに親しむことができる 

環境の整備 

・障害者スポーツの推進 

【基本目標２】ちばの教育の力で、 

『自信』と『安心』を育む学校を  

つくる 

【基本目標３】ちばの教育の力で、 

家庭と地域の絆を深め、全ての人が

活躍できる環境を整える 

【基本目標４】ちばの教育の力で、 

世界を舞台に活躍する人材を  
育成し、『楽しい』『喜び』に満ちた
豊かな社会を創る 

基本的な取組方針 「ふれる」、「かかわる」、そして「つながる」 

県 民 家庭・地域 学 校 子 供 


